
江南市 消費生活センターだより 2023年10月

№31

消費生活相談 TEL ： 0587 - 53 - 0505

月曜日～金曜日（土日祝日除く） 9～12時、13時～16時30分

お困りの場合は、江南市消費生活センターへご相談ください。
（０５８７－５３－０５０５）

～消費者へのアドバイス～

賃貸住宅を退去する際の原状回復について、年月の経過による変化や
普通に使っていて付いた傷などの修繕費用は、借主が負担する必要
はないとされています。納得できない費用を請求された場合は、国土交通
省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主
側に説明を求め、話し合いましょう。

退去時だけでなく入居時も、貸主と一緒に部屋の状態を確認し、
確認内容をメモしたり、傷や汚れの写真を撮ったりして記録に残し
ましょう。

契約する際は、契約内容や特約などをよく確認しましょう。

賃貸アパート退去時の原状回復のトラブルに注意

家賃6万5千円で2年間住んだ築30年
のアパートを退去した。管理会社から、
壁クロス張り替え代、床工事費、ハウ
スクリーニング代、エアコン洗浄費な
ど約17万円の原状回復費用を請求され、
家賃の日割り返金分と敷金との差額約
5万円を支払うように言われた。ハウ
スクリーニング代とエアコン洗浄費は
契約書に記載があるので払うが、壁や
床は汚していないし、壁のクロスは入
居時につぎはぎだらけだった。支払い
たくない。（当事者：学生）



～ひとことアドバイス～

「お金がない」という断り方をすると、事業者に消費者金融での借金や
クレジットカードの作成を勧められるケースがあります。その際に勤
務先・アルバイト先や収入等について嘘をつくように言われても、絶対に
応じないでください。

友人や知人からの誘いで、外貨や暗号資産（仮想通貨）

などのもうけ話を持ちかけられ「人を紹介すれば報
酬が得られる」などと強調されて、よく理解でき
ないまま契約させられてしまうケースが多くみられ
ます。「人を紹介すると…」や「誰かを勧誘すると…」
など言われたら要注意です。友人や知人からの誘いでも
冷静に判断しましょう。

若者に広がる

誘いに要注意！

一連の取引が特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合は、
クーリング・オフや中途解約をすることができます。

不安なときは、江南市消費生活センターに
ご相談ください（０５８７－５３－０５０５）。

高校の先輩から「もうけ話がある」と誘われ、一緒に
事業者の営業担当者とWeb会議をした。投資で稼ぐよ
うな話で、よく理解できなかったが、誰かを勧誘すれ
ば報酬がもらえるネットワークビジネスで、登録には
50万円が必要とのことだった。「お金がない」と言う
と「借金してもすぐに返済できる」と言われ、先輩の
指示で、消費者金融の無人機に偽の勤務先や年収等を
入力して50万円の借金をし、その場で手渡した。その
後、投資では稼げず、借金の返済も苦しくなってきた。
（当事者：学生）


